
令和８年６月１８日 

 

タクシー事業適正化・活性化協議会の書面協議の結果について 

（北総地区タクシー事業適正化・活性化協議会）  
        

 

標記について、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事

業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平成 21年法律第６４号）に基づく

第５回北総地区タクシー事業適正化・活性化協議会の書面協議の結果、下記の

とおりの協議結果となりましたので、お知らせいたします。 

  

１．書面協議開始日  令和８年５月１２日（火） 

２．書面協議表決日  令和８年６月１８日（木） 

３．協 議 事 項  第１号議案 

 協議会設置要綱の改正について 

           第２号議案 

 北総交通圏の運賃の範囲の指定について 

４．協 議 結 果  第１号議案「承認されました。」 

             改正後の全文については別添のとおりです。 

第２号議案 

特段意見がありませんでしたので、その旨、本日、 

関東運輸局長に報告しました。 

以上 

 

【本件に関する問合せ先】 

北総地区タクシー事業適正化・活性化協議会 

 事務局 一般社団法人千葉県タクシー協会 

     担当：高山、田中、竹田 

     電話 ０４３－３０７－７００２ 

 


